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市第29号議案 

   理容師法施行条例の制定 

 理容師法施行条例を次のように定める。 

平成24年９月６日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   理容師法施行条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、理容師法（昭和22年法律第 234号。以下「法

」という。）第９条第３号及び第12条第４号並びに理容師法施行

令（昭和28年政令第 232号。以下「令」という。）第４条第３号

の規定による理容の業を行う場合の衛生上必要な措置その他法の

施行について必要な事項を定めるものとする。 

（理容の業を行う場合の衛生上必要な措置） 

第２条 法第９条第３号の規定による衛生上必要な措置は、次のと

おりとする。 

(1)  作業中は、清潔な作業衣を着用し、顔面作業をする際には、

マスクを使用すること。 

(2)  手指は、常に清潔に保つこと。 

(3)  毛をそるために用いる石けん液は、客１人ごとに取り替える

こと。 

(4)  客用の被布及び洗髪器その他客の皮膚に接しない器具で客１

人ごとに汚染されるものは、常に清潔に保つこと。 

(5)  消毒液は、適宜交換すること。 

(6) 医薬部外品及び化粧品を用いる場合は、安全衛生に留意し、
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適正に使用すること。 

(7)  皮膚に接する布片は、消毒済みのものを使用すること。 

(8) 皮膚に接する布片に代えて紙製品を用いる場合は、清潔なも

のを使用し、客１人ごとに廃棄すること。 

（理容所の衛生上必要な措置） 

第３条 法第12条第４号の規定による衛生上必要な措置は、次のと

おりとする。ただし、市長が衛生上支障がないと認めるときは、

この限りでない。 

(1)  理容所は、居室、休憩室等作業に直接関係ない場所から隔壁

等で区画されていること。 

(2)  理容所は、待合設備を有すること。 

(3)  理容所は、作業及び衛生保持に支障を来さないよう 11.55平

方メートル以上の面積を確保すること。 

(4) 器具及び手指の洗浄及び消毒を行うための洗い場（以下「専

用洗い場」という。）を設けること。 

(5) 専用洗い場において器具及び手指以外を洗浄し、及び消毒し

ないこと。 

(6) 専用洗い場の構造は、次に掲げる基準を満たすものであるこ

と。 

ア 陶器、ステンレス等不浸透性材料を使用し、汚水が完全に

排除できる構造であること。 

イ 器具の洗浄及び消毒を適切に行うことができる十分な大き

さであること。 

ウ 流水装置とすること。 

(7)  排水は、適正に処理すること。 
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(8)  消毒済みの器具を未消毒の器具と区別して格納できる戸棚等

を設けること。 

(9)  消毒作業に必要な器具を備えること。 

(10)  器具類及び布片類は、十分な量を備えること。 

(11)  理容所で使用する水は、清浄なものであること。 

(12)  外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備する

こと。 

(13)  理容所に身体障害者補助犬法（平成14年法律第49号）第２条

第１項に規定する身体障害者補助犬以外の動物を入れないこと

。 

（出張業務のできる場合） 

第４条 令第４条第３号に規定する条例で定める場合は、次に掲げ

る場合とする。 

(1)  社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第１項に規定する

社会福祉事業に係る施設に入所している者であって、理容所に

来ることができないもの又は理容所に来ることが著しく困難な

ものに対して当該施設において業務を行う場合 

(2)  興行場等において、演芸を行う者等に対し、出演等の直前に

業務を行う場合 

(3)  その他市長が特に必要と認める場合 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 第３条第４号及び第６号イの規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後の法第11条第１項の規定による届出

に係る理容所について適用し、施行日前の同項の規定による届出

に係る理容所及びこの条例の施行の際現に存する理容所（以下「

既存理容所等」という。）については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、既存理容所等の専用洗い場を施行日

以後に改修する場合においては、第３条第６号イの規定を適用す

る。 

   

 提 案 理 由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法令の整備に伴い、理容の業を行う場合の衛生上必要な措置そ

の他理容師法の施行について必要な事項を定めるため、理容師法施

行条例を制定する必要があるので提案する。 
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 参  考  

理 容 師 法 （ 抜 粋 ）  

第 ９ 条  理 容 師 は 、 理 容 の 業 を 行 う と き は 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ

な け れ ば な ら な い 。  

（ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ）  

(3)  そ の 他 都 道 府 県 が 条 例 で 定 め る 衛 生 上 必 要 な 措 置  

第 12 条  理 容 所 の 開 設 者 は 、 理 容 所 に つ き 左 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な

け れ ば な ら な い 。  

（ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 省 略 ）  

(4)  そ の 他 都 道 府 県 が 条 例 で 定 め る 衛 生 上 必 要 な 措 置  

第 17 条  地 域 保 健 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 101 号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ く 政 令 で 定 め る 市 又 は 特 別 区 に あ っ て は 、 前 各 条 の 規 定 （

第 ４ 条 及 び 第 11 条 の ４ 第 ２ 項 を 除 く 。） 中 「 都 道 府 県 知 事 」 と あ

る の は 「 市 長 」 又 は 「 区 長 」 と 、 「 都 道 府 県 」 と あ る の は 「 市 」

又 は 「 特 別 区 」 と す る 。  

 

   理 容 師 法 施 行 令 （ 抜 粋 ）  

（ 理 容 所 以 外 の 場 所 で 業 務 を 行 う こ と が で き る 場 合 ）  

第 ４ 条  理 容 師 が 法 第 ６ 条 の ２ た だ し 書 の 規 定 に よ り 理 容 所 以 外 の

場 所 に お い て 業 を 行 う こ と が で き る 場 合 は 、 次 の と お り と す る 。   

（ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ）  

(3)  前 ２ 号 の ほ か 、 都 道 府 県 （ 地 域 保 健 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 101

号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 市 （ 以 下 「 保 健

所 を 設 置 す る 市 」 と い う 。） 又 は 特 別 区 に あ っ て は 、 市 又 は 特

別 区 ） が 条 例 で 定 め る 場 合  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%88%ea%81%5a%88%ea&REF_NAME=%91%e6%8c%dc%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000001000000000000000000

